
高校生や大学生

「消費者被害防止月間」街頭キャンペーンを実施！

１ 概要

令和３年度上半期に中部県民生活センターに寄せられた消費生活相談は800件で

した。

相談件数は、前年度同期の 1,078 件と比べて 278 件減少しましたが、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により収入が減少した人が増え、また社会的に副業が注目

され始めた背景から、「誰でも簡単に稼げる」とうたう副業サイトや投資のもうけ

話に関する相談が急増しています。

２ 副業や投資のもうけ話に関する相談

※1 お金もうけのノウハウとして販売されている情報。

○ 「誰でも簡単に稼げる」という副業サイトに登録し、登録料などを支払ったが

全く稼げないという相談や、投資でもうけるために高額な情報商材を購入した

が全くもうからないという相談が急増しました。

○ 副業の内容は、転売、ブログや動画の広告収入、相談に乗るだけで報酬がもら

えるなど様々でした。

３ 消費者へのアドバイス

○ ＳＮＳやインターネットには、お金もうけに関する様々な情報があふれていま

すが、「誰でも簡単に稼げる」などという話を安易に信用してはいけません。

○ 少しでも不安に思ったら、契約するのをやめましょう。

R3年度
4～9月

対前年度
同期比

R2年度
4～9月

R2年度 R元年度 H30年度 H29年度

50 106.4% 47 102 102 139 111

うち副業 11 366.7% 3 4 7 9 10

うち情報商材※1 15 187.5% 8 18 17 24 13

　　　相談件数

区　分
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担 当 くらし・環境部 中部県民生活センター

連 絡 先 消費者行政班 TEL 054-202-6016

12 月は消費者被害防止月間

消費者ホットライン 電話１８８（いやや）


